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城 北 地 区 地 域 団 体 へ の 助 成 金 負 担 要 領 （ 案 ） 202511１ １

前 文
近 年 、 核 家 族 化 や 生 活 ス タ イ ル の 多 様 化 の 進 展 に よ り 、 地 域 の

連 帯 意 識 が 希 薄 化 し 、 町 内 会 へ の 加 入 率 の 低 下 が 指 摘 さ れ て い
る 。 一 方 で 、 頻 発 す る 自 然 災 害 や 本 格 的 な 高 齢 社 会 の 到 来 に よ り 、
地 域 の つ な が り や 支 え 合 い の 重 要 性 が 再 認 識 さ れ 、 町 内 会 の 役 割
が 改 め て 注 目 さ れ て い る 。
こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 地 域 の 公 益 的 な 活 動 を 支 援 す る こ と で 、

住 民 同 士 の 交 流 や 協 力 を 促 進 し 、 安 心 し て 暮 ら せ る 地 域 づ く り を
進 め る こ と を 目 的 と し て 、 本 要 領 を 定 め る 。

第 １ 条 （ 目 的 ）
本 要 領 は 、 城 北 地 区 内 に お い て 地 域 団 体 が 実 施 す る 公 益 的 な

活 動 を 支 援 し 、 地 域 の つ な が り の 強 化 、 安 全 ・ 安 心 の 確 保 お よ び
暮 ら し や す さ の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。
助 成 金 は 、 「 鳥 取 市 自 治 連 合 会 交 付 金 交 付 要 領 」 の 趣 旨 を 踏 ま

え 、 鳥 取 市 か ら の 活 動 助 成 費 お よ び 町 内 会 加 入 世 帯 か ら の 会 費 を
原 資 と し て 拠 出 さ れ る も の で あ り 、 そ の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 に あ
た っ て は 、 加 入 世 帯 の 理 解 と 協 力 を 不 可 欠 と す る 。
助 成 の 対 象 と な る 事 業 は 、 地 域 全 体 に 恩 恵 が 及 ぶ 公 益 性 の 高

い 活 動 と す る 。

第 ２ 条 （ 対 象 団 体 及 び 事 業 ）
助 成 対 象 は 、 次 の 各 号 の 条 件 を す べ て 満 た す 団 体 及 び 事 業 と す

る 。
１ ． 城 北 地 区 内 で 活 動 し て い る 非 営 利 の 団 体 で あ る こ と 。
２ ． 地 域 の 交 流 、 防 災 、 環 境 美 化 、 福 祉 、 文 化 振 興 等 、 地 域 の 公
益 性 向 上 に 資 す る 事 業 で あ る こ と 。

３ ． 自 主 財 源 や 他 の 助 成 制 度 の 活 用 を 基 本 と し つ つ 、 さ ら な る
地 域 貢 献 の た め に 支 援 が 必 要 と 認 め ら れ る 事 業 で あ る こ と 。

４ ． 地 域 の 伝 統 や 文 化 を 継 承 ・ 発 信 す る 活 動 （ 例 ： し ゃ ん し ゃ ん
祭 り 振 興 会 、 城 北 太 鼓 振 興 会 ） も 、 公 益 的 事 業 と し て 助 成 対
象 と す る 。

第 ３ 条 （ 参 加 機 会 の 公 平 性 及 び 透 明 性 ）
１ ． 助 成 金 は 、 参 加 を 希 望 す る 住 民 が 実 際 に 参 加 で き る 活 動 に
限 っ て 支 出 す る も の と し ま す 。
２ ． 特 定 の 個 人 、 団 体 、 グ ル ー プ ま た は 役 員 の み に 限 定 さ れ る 活 動 は 、
原 則 と し て 助 成 対 象 外 と す る 。
た だ し 、 地 域 福 祉 の 向 上 や 社 会 参 加 の 促 進 を 目 的 と し 、 年 齢 ・ 性

別 等 に 基 づ く 参 加 制 限 が あ る 団 体 （ 例 ： 老 人 ク ラ ブ 、 婦 人 の 会 等 ）
に よ る 公 益 性 の 高 い 活 動 に つ い て は 、 助 成 対 象 と す る 場 合 が あ る 。
３ ． 定 員 制 の 事 業 で あ っ て も 、 参 加 希 望 者 を 公 募 し 、 抽 選 や 先 着 順 等
の 公 平 な 方 法 で 選 定 し て い る 場 合 は 、 助 成 対 象 と す る 。

第 ４ 条 （ 助 成 金 額 ）
１ ． 助 成 金 は 、 地 域 へ の 効 果 及 び 公 益 性 を 考 慮 し 、 必 要 に 応 じ
て 適 切 な 額 を 年 度 毎 に 見 直 し 交 付 す る 。

２ ． 必 要 に 応 じ て 、 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ を 行 う こ と が で き る 。
３ ． 原 則 と し て 、 事 業 費 （ 飲 食 を 伴 う 活 動 等 ） の 全 額 を 助 成 す る
こ と は で き な い 。
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４ ． 助 成 の 妥 当 性 に つ い て は 、 前 年 度 の 第 ４ 回 町 内 会 長 会 （ １ ０
月 ） に お い て 慎 重 に 審 査 す る も の と す る 。

第 ５ 条 （ 繰 越 金 の 目 安 ）
１ ． 助 成 （ 支 援 ） 団 体 に お い て は 、 過 去 数 年 の 予 算 及 び 支 出 の
平 均 を 基 に 、 新 年 度 の 活 動 財 源 が 確 保 さ れ る ま で の ２ 〜 ３ か
月 分 の 事 業 費 に 相 当 す る つ な ぎ 資 金 額 を 繰 越 金 の 目 安 と す
る 。

２ ． 特 別 会 計 （ 基 金 ） に つ い て は 、 突 発 的 な 事 象 へ の 対 応 、 資 機
材 の 更 新 、 事 業 の 継 続 性 確 保 等 、 基 金 の 目 的 に 応 じ た 必 要 額
を 繰 越 金 の 目 安 と す る も の と し 、 画 一 的 な 割 合 に よ ら ず 、 各 基
金 の 性 質 や 運 用 計 画 に 基 づ い て 適 切 に 設 定 す る 。

第 ６ 条 （ 申 請 方 法 ）
助 成 を 希 望 す る 団 体 は 、 前 年 度 の ９ 月 末 日 ま で に 、 継 続 支 援

等 の 内 容 を 自 治 会 に 申 し 出 る も の と す る 。
１ ． 事 業 の 概 要 （ 目 的 、 内 容 ） ＊ 前 年 度 総 会 資 料 等 で も 可
２ ． お お ま か な 予 算 及 び 必 要 な 支 援 額

※ 書 式 は 自 由 と し 、 簡 易 な メ モ で も 可 と す る 。

第 ７ 条 （ 報 告 方 法 ）
事 業 終 了 後 、 以 下 の 内 容 を 自 治 会 に 報 告 す る も の と す る 。
１ ． 実 施 し た 内 容 （ 簡 単 な 説 明 ） ＊ 総 会 資 料 等 で も 可
２ ． 助 成 金 の 使 途 （ 詳 細 は 省 略 し 、 概 略 の み で 可 。 決 算 書 等 ）

第 ８ 条 （ 審 査 基 準 ）
助 成 対 象 事 業 の 審 査 に あ た っ て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 を

総 合 的 に 勘 案 し 、 町 内 会 長 会 （ 常 任 理 事 会 ） に お い て 慎 重 に 審
査 す る も の と す る 。
１ ． 公 益 性 ： 事 業 が 地 域 全 体 に 恩 恵 を も た ら し 、 住 民 の 福 祉 、
安 全 、 文 化 、 環 境 等 の 向 上 に 資 す る も の で あ る こ と 。

２ ． 地 域 性 ： 城 北 地 区 に 根 ざ し た 活 動 で あ り 、 地 域 住 民 の 参 加
や 協 力 を 得 て 実 施 さ れ る も の で あ る こ と 。

３ ． 公 平 性 ： 特 定 の 個 人 や 団 体 に 偏 る こ と な く 、 広 く 住 民 に 参
加 機 会 が開 か れ て い る こ と 。

４ ． 継 続 性 ・ 発 展 性 ： 単 発 的 な 活 動 に と ど ま ら ず 、 継 続 的 な 地
域 貢 献 や 今 後 の 発 展 が見 込 ま れ る こ と 。

５ ． 財 政 健 全 性 ： 事 業 予 算 が 妥 当 で あ り 、 助 成 金 の 使 途 が 明 確
か つ 適 正 で あ る こ と 。 ま た 、 他 の 財 源 の 活 用 や 自 己 負 担 の
工 夫 が な さ れ て い る こ と 。

６ ． 報 告 体 制 ： 事 業 終 了 後 に 、 実 施 内 容 や 助 成 金 の 使 途 に つ い
て 適 切 な 報 告 が な さ れ る 見 込 み が あ る こ と 。

７ ． 緊 急 性 ・ 必 要 性 ： 地 域 課 題 へ の 対 応 や 突 発 的 な ニ ー ズ に 基
づ く 事 業 で あ り 、 助 成 の 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る こ と 。

第 ９ 条 （ そ の 他 ）
こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 町 内 会 長 会 （ 常 任 理

事 会 ） に お い て 柔 軟 に 対 応 す る も の と す る 。

付 則 こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ○ 月 ○ 日 よ り 施 行 す る 。


